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令和４年度財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により、令和４年度財政援助団体等監査を実施

したので、同条第９項の規定により、その結果を別紙「財政援助団体等監査結果報告

書」のとおり報告します。 

 なお、この監査の結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたと

きは、その旨を同条第１４項の規定により通知願います。 
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財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第７項の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

   公 の 施 設：小金井市総合体育館、小金井市栗山公園健康運動センター 

   指定管理者：ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体 

  主 管 課：生涯学習部生涯学習課 

  

３ 監査の範囲 

   令和４年度に執行された公の施設の管理、会計処理等に関する事務の執行及び

業務管理運営状況に係るものを中心とし､必要に応じてその前年度等も含むこと

とする。 

 

４ 監査の方法 

   監査に当たっては、次に掲げる事項を主眼とし、書類審査及び関係職員からの

説明聴取その他必要と認める方法により、本監査を実施した。なお、監査にあた

り、小金井市監査基準に準拠して実施した。 

⑴  指定管理者 

   ア 施設及び財産は、関係法令等の定めるところにより、適切に管理されてい

るか。 

    イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

    ウ 利用料金の設定等は適正になされているか。 

    エ 利用促進のための努力はなされているか。 

    オ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、他の

事業との会計区分は明確になっているか。 

    カ 公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正か。また、領収書類の整

備､保存は適切か。 

    キ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されている
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か。 

    ク 事業報告書は適正に作成されているか。 

    ケ 収納事務は適正に行われているか。 

  

⑵  主管課 

ア 指定管理者を導入した目的、趣旨が達成されているか。 

   イ 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、関係法令等に根拠をおいている

か。 

   ウ 指定管理者の指定は、適正、公正に行われているか。 

   エ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。    

オ 協定書等には必要事項が適正に記載されているか。 

カ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされてい

るか。 

   キ 業務履行確認は、事業報告書等によりなされているか。 

   ク 指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。 

   ケ 利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。 

   コ 債務負担行為の設定はなされているか。 

サ 事業報告書の点検は適切になされているか。 

シ 指定管理者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものになってい

るか、その承認手続きは適正に行われているか。 

 

５ 監査期間 

   令和４年１２月１日から令和５年２月７日まで 

実施年月日 時  間 対象団体・所管部局 場 所 

令和５年 

２月６日（月） 
１０時～１２時 

生涯学習課／ＴＡＣ・ＦＣ

東京・ＴＧＴＳ共同事業体 
監査委員室 

令和５年 

２月７日（火） 

１０時～１２時 
ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴ

Ｓ共同事業体 

小金井市栗山公園健

康運動センター 

１３時３０分～

１５時３０分 
小金井市総合体育館 
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第２ 監査の結果 

１ 概 評 

     関係書類の審査、対象団体及び担当課からの説明聴取等により監査を実施した

結果、指定管理事務に係る運営及びその他の事務についておおむね適正に処理さ

れていると認められた。 

なお、改善又は検討を要する事項について、以下に述べる。 

 

２ 検討要望事項等 

  小金井市総合体育館は、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を

図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するための施設として、また、小金井市

栗山公園健康運動センターは、市民の心身の健全なる育成と健康の維持増進に寄

与するための施設として、ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体（以下「共同

事業体」という。）が指定管理者として管理運営を行い、小金井市のスポーツ振

興及び健康増進に貢献しているところである。 

しかしながら、提出された証拠書類等を監査した結果、小金井市公の施設の指

定管理者の指定手続等に関する条例及び小金井市総合体育館及び小金井市栗山

公園健康運動センターの管理に関する基本協定書（以下「基本協定書」という。）

に基づき、年度終了後に共同事業体から市へ提出された実績報告書の収支報告に

おいて、基本協定書第２８条が定める実績収支と異なる科目が認められた。実績

報告書の提出時においては、証拠書類等の数値と実績数値の整合が取れているこ

とを確認のうえ、記載内容を十分に精査されたい。 
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ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体 

 
１ 指定管理者の概要 

  ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体（以下「共同事業体」という。）の目

的、業務の範囲等は、次のとおりである。 

 

⑴  設立目的 

    代表団体として株式会社東京アスレティッククラブ、構成団体として東京

フットボールクラブ株式会社及び東京ガスファシリティサービス株式会社の

３社で共同事業体を構成し、小金井市総合体育館及び小金井市栗山公園健康

運動センター（以下「本施設」という。）の指定管理運営業務を行うことを

目的とし、設立した。 

 

⑵  業務の範囲 

ア 本施設で行う事業の運営に関する業務 

イ 本施設の使用の承認に関する業務 

ウ 本施設の利用料金の収受及び減額または免除に関する業務 

エ 本施設及び附帯設備の維持管理に関する業務 

オ 前各号に掲げるもののほか、小金井市教育委員会が必要と認める業務 

 

⑶  指定期間 

    平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日（第１期） 

平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日（第２期） 

       平成３１年４月１日～令和 ２年３月３１日（第３期） 

    令和 ２年４月１日～令和 ７年３月３１日（第４期） 

 

⑷  指定管理者の選定 

    公募による選定 

 

    選定の経緯 

    指定管理期間第４期（令和２年４月１日～令和７年３月３１日まで）につ

いて、公募による選定の結果、ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体が小

金井市総合体育館及び小金井市栗山公園健康運動センターの管理・運営を受

託。 
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令和２年 ３月２４日 市議会令和２年第１回定例会にて指定管理者の

指定の議決 

        ３月３１日  指定管理者指定書通知 

４月 １日  基本協定書締結 

 

⑸  指定管理者との協定等の主な内容 

指定期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

業務内容 

ア 本施設の各種教室、講習会等の企画・開催に関する業務 

イ 本施設の団体登録に関する業務 

ウ 本施設の使用の承認、不承認及び使用承認の取消し等に関する業務 

エ 本施設の利用料金の収納、減免及び返還に関する業務 

オ 本施設・設備の保守点検・修繕に関すること 

カ 本施設の備品の管理に関すること 

キ 本施設の清掃に関すること 

ク 本施設の防災に関すること 

ケ 前各号に掲げるもののほか、小金井市教育委員会が必要と認める業務 

 

⑹  指定管理委託料予算額 

 小金井市総合体育館 

      令和２年度 １３６，１２４，０００円 

      令和３年度 １２９，０８４，０００円 

      令和４年度 １３７，６４４，０００円 

 小金井市栗山公園健康運動センター 

      令和２年度  ８８，６２６，０００円 

      令和３年度  ８１，８０８，０００円 

      令和４年度  ９２，８９４，０００円 

 

⑺  指定管理委託料決算額 

 小金井市総合体育館 

  令和２年度 １３６，１２４，０００円 

  令和３年度 １２９，０８４，０００円 

 小金井市栗山公園健康運動センター 

  令和２年度  ８８，６２６，０００円 

    令和３年度  ８１，８０８，０００円 
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⑻  収支の状況（令和３年度） 

                                (単位：円) 

対象団体 収   入 支   出 収支差額 

TAC･FC 東京･TGTS 共同

事業体 

 

300,194,984 

 

300,120,646 

 

74,338 

   ※収支の状況の数値は、指定管理者の事業報告書の数値による。 

 

２ 公の施設の概要 

   名 称 小金井市総合体育館 

   所在地 東京都小金井市関野町一丁目１３番１号 

   面積等 敷地面積１０，０００㎡ 

延床面積 ７，３４１㎡ 

構 造 鉄筋鉄骨コンクリート造 

地下１階地上２階建 

 

   名 称 小金井市栗山公園健康運動センター 

   所在地 東京都小金井市中町二丁目２１番１号 

   面積等 敷地面積１５，８８２㎡ 

延床面積 ２，６３６㎡ 

構 造 鉄筋鉄骨コンクリート造（一部ブレストレスコンクリート造） 

地下２階地上４階建 

 

 

 


